
みなづき条件付運用型ファンド2009-6
 単位型／国内／株式／特殊型（条件付運用型）
みなづき条件付運用型ファンド2009-6

 単位型／国内／株式／特殊型（条件付運用型）

投資信託説明書投資信託説明書
（ 目 論 見 書 ）（ 目 論 見 書 ）
2 0 0 9 . 62 0 0 9 . 6

水
無
月

水
無
月

愛
称
愛
称



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は｢みなづき条件付運用型ファ

ンド2009-6｣の｢投資信託説明書(交付目論見書)｣、後半部分は同ファンドの

｢投資信託説明書(請求目論見書)｣から構成されています。 

当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。 
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(投資信託についての一般的な留意事項)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項) 
 

 
 

 

 

 

 

1. 本投資信託説明書(交付目論見書)により行う｢みなづき条件付運用型ファンド

2009-6｣の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法 (昭和23年法

第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成21年5月22日に関東財務局長

に提出しており、平成21年6月7日にその届出の効力が生じております。 

 

2. 本投資信託説明書(交付目論見書)は金融商品取引法（昭和23年法第25号）第13

条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき、投資家が

ファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。 

また、当該有価証券届出書第三部の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見

書)については、販売会社を通じて投資家の請求により交付いたします。なお、

販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨を

ご自身において記録しておくようにしてください。 

 

3. ｢みなづき条件付運用型ファンド2009-6｣の受益権の価額は、同ファンドに組入

れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用によ

る損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。 

 

4. 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。 

投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますよう 

お願い申し上げます。 

・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。 

・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。 

・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりませ

ん。 

・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（銀行は販売の窓口となり

ます）。 

・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本及び分配金が保証された

商品ではありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負う

ことになります。 

・投資信託のご購入時にはお申込手数料（上限 1.575%（税抜 1.5%））がかかりま

す。また、設定時の元本総額に対して信託報酬がかかります（1.9005%（税抜

1.81%））。 

・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 

当ファンドは、日経平均株価の水準により償還価格及び償還時期が決定される性格

を持つ円建債券を主要投資対象としますので、日経平均株価の下落、金利の上昇、

組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等に

より、組入債券の価格が下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落、損失を

被り投資元本を割込むことがあります。 
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当ファンドの名称 
みなづき条件付運用型ファンド2009-6 

愛称：みなづき(水無月) 

商品分類 単位型／国内／株式／特殊型(条件付運用型) 
詳しくは後記〔ファンドの商品分類〕をご覧ください。 

当ファンドの目的 

主として日経平均株価の水準により償還価格及び償還

時期が決定される性格を持つ債券に投資することによ

り、一定条件のもとで信託財産の確保と成長を目指し

た運用を行います。 

当ファンドの運用指図の権限はクレディ・アグリコル

ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エ

ーに委託します。 

主な投資対象 

原則として平成21年4月27日※現在においてAA－格(ス

タンダード&プアーズ社)以上またはAa3格(ムーディー

ズ社)以上のいずれかの格付を有する発行体が発行す

る円建債券、もしくは同等以上の格付を有する金融機

関が保証を与える円建債券に投資します。日経平均株

価の水準によって償還価格及び償還時期が決定される

性格を持つ債券です｡ 
※ 当日付は当該日付時点における投資環境のもと、当ファンドの償還の

条件等の試算を行い、当ファンドの基本的な特徴を決定する日です。

信託設定日 平成21年6月30日(火) 

信託期間 
平成21年6月30日(火)～平成23年6月20日(月） 
ただし、繰上償還になった場合は、信託期間が短くなります。 

決算日 信託期間中に決算は行いません。 

収益分配 信託期間中に収益分配は行いません。 

申込期間 
平成21年6月8日(月)～平成21年6月29日(月) 
申込期間最終日のお申込みの取扱は、午後3時までとさせてい

ただきます。 

募集上限 50億円 

お申込単位 10万円以上1円単位 

お申込価額 1口当たり1円 

 

ファンドの概要 

ファンドの概要 
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途中換金 

『① 3ヵ月毎の途中換金』と『② 特別な事由による途

中換金(「特別換金」)』を除き、償還日まで換金でき

ません。後記に定める営業日に換金の請求を受付けま

す。 
① 毎年7月20日、10月20日、1月20日、4月20日(東京証券取引

所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの

祝休日のいずれかにあたる場合は翌営業日)を換金実行日と

して、各換金実行日の7営業日前から3営業日前の間に途中

換金を受付けます。ただし、平成21年7月にかかる途中換金

及び繰上償還決定後の途中換金の実行の請求は、受付けま

せん。 

② 受益者が死亡したときなどの特別な事由による場合には、

毎営業日を換金実行日として、途中換金(特別換金)の実行

の請求を受付けます。なお、この場合、換金実行日が東京

証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフ

ランスの祝休日のいずれかにあたる場合は、お申込みいた

だけません。 
＜注意＞ 当ファンドは3ヵ月毎の途中換金及び特別な事由による途中換

金(特別換金)が可能ですが、換金価額は投資元本を下回る水準となる

可能性が高いのでご注意ください。 

換金単位 1口単位 

換金価額 
換金実行日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額

を控除した価額となります。 

換金代金のお支払い 
換金実行日から起算して、原則として5営業日目から

お支払いします。 

税金等 後記｢ファンドにかかる費用・税金｣をご覧ください。 

委託会社 クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社 

投資顧問会社 
クレディ･アグリコル ストラクチャード･アセット

マネジメント･エス･エー(フランス) 

受託会社 株式会社 りそな銀行 

販売会社 

株式会社 りそな銀行 

株式会社 埼玉りそな銀行 

株式会社 近畿大阪銀行 
 

ファンドの概要
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お客さまに直接・間接的にご負担いただく費用 
＊費用の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示す

ることができません。 

①お申込み時に直接ご負担いただく費用 

お申込手数料 
取得申込総金額に応じて1.575%(税抜1.5%)を上限とする率を発行

価格(1口=1円)に乗じて得た金額 

②保有期間中にファンドが負担する費用（間接的にご負担いただく費用） 

信託報酬 
当初設定時元本総額に対して1.9005%（税抜1.81%）の率を乗じて

得た金額 

その他の費用 

上記の信託報酬以外に信託事務等の諸費用及び監査報酬等が信託

財産中から支払われます。 

その他の費用の詳細については、後記「ファンドで間接的にご負

担いただく費用 その他の手数料等」をご覧ください。 

その他の費用については、運用状況等により変動するものであ

り、事前に料率、上限額等を表示することができません。 

③途中換金時に直接ご負担いただく費用 

信託財産留保額 換金実行日の翌営業日の基準価額に対して0.5%を乗じて得た金額 

 

 

【当ファンドの基準価額及び換金価額について委託会社の照会先】 

ファンドの概要 
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当ファンドは、主として日経平均株価※の水準により償還価格及び償還時期が決定される性

格を持つ債券に投資することにより、一定条件のもとで信託財産の確保と成長を目指した

運用を行います。 
 

※日経平均株価とは日本の株式市場を代表する株価指数の一つで、東京証券取引所第一部上場銘柄で市場を代

表する 225 銘柄を対象に算出します。 

日経平均株価に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新

聞社は、日経平均株価の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は本商

品の運用成果等を保証するものではなく、一切の責任を負いません。 

 

当ファンドの特徴  

1．信託期間は最長約2年です。 

 

2．設定から約半年経過後、半年毎に繰上償還のチャンスがあります。 

・設定約半年後から、毎年12月20日及び6月20日※1の「判定日」の日経平均株価終値がスタート株価

以上であれば、繰上償還※2が決定します。 

・繰上償還価額は約10,540円(1万口当たり/税引前)です。お申込手数料等は考慮しておりませ

ん。 

・繰上償還となった場合には、各判定日から1ヵ月後の1月20日及び7月20日※1を繰上償還日と

し、原則として繰上償還日の翌営業日から償還金をお支払いします。 
※1 休日の場合は翌営業日。 
※2 繰上償還とは当初予定していた信託期間が短縮されて、ファンドが償還されることをいいます。当ファン

ドの場合、信託期間は最短約7ヵ月、最長約2年となります。 

 

3．繰上償還せずに満期償還となる場合、日経平均株価の変化率によって償還価額が決定します。 

ケース1) 満期償還価額判定期間※3中における日々の日経平均株価終値が、スタート株価と比較

して一度もマイナス30%以下に下落しない場合、満期償還価額は日経平均株価の変化率

（スタート株価に対するファイナル株価の変化率）に応じて後記の通りとなります。 

（パターン①） 

日経平均株価の変化率がプラス5.4％を超えた場合は、日経平均株価の変化率と同じ比率で変

化（上昇）した価額（1万口当たり/税引前）で償還します。償還価額に上限はありません。 

（パターン②） 

日経平均株価の変化率がプラス5.4％以下の場合は約10,540円(1万口当たり/税引前)で償還しま

す。お申込手数料等は考慮しておりません。 
※3 信託期間約2年のうち、最後の約半年（平成22年12月21日（火）～平成23年5月24日（火））の期間です。 

 

ケース2) 満期償還価額判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート株価と比較し

て一度でもマイナス30%以下に下落した場合には、満期償還価額は元本確保ではなく

なります。 

（パターン③） 

償還価額は日経平均株価の変化率によって決定されます。償還価額の上限は約10,000円(1万口

当たり/税引前)です。この場合、投資元本を割込み、損失を被る可能性が大きくなります。償

還価額に下限はありません。 

 
* 元本確保とは、１万口当たり約10,000円を確保することであり、お申込金額からお申込手数料 

及び消費税等相当額を差引いた元本を確保することを指します。 

ファンドの特色 

ファンドの運用内容
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当ファンドの運用指図の権限は、クレディ・アグリコル・グループのストラクチャード商品の資産運用会

社であるクレディ･アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント･エス･エーに委託します。 

信託金の限度額は、50億円です。 

 
 
〔ファンドの商品分類〕 
当ファンドは、単位型/国内/株式/特殊型（条件付運用型）に属しています。 
 
○商品分類表   ○属性区分表  
単位型/ 
追加型 

投資対象 
地域 

投資対象資産 
(収益の源泉) 補足分類  投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 特殊型 

単位型 
 
 
 
追加型 

国内 
 
 
海外 
 
 
内外 

株式 
 
債券 
 
不動産投信 
 
その他資産 
（   ） 
 
資産複合 
（   ） 

インデックス型

 
 
 
特殊型 

 
株式 
一般 
大型株 
中小型株 
債券 
一般 
公債 
社債 
その他債券※

クレジット属性

（     ）
不動産投信 
その他資産 
（     ）
資産複合 
資産配分固定型

資産配分変更型

 
年 1回 
 
年 2回 

 
年 4回 
 
年 6 回 
（隔月）
 
年 12 回
（毎月）
 
日々 
 
その他 
（  ）

 
グローバル 

 
日本 
 
北米 
 
欧州 
 
アジア 
 
オセアニア 
 
中南米 
 
アフリカ 
 
中近東 
（中東） 
 
エマージング 

 
ブル・ベア型 
 
 
条件付運用型 

 
 
ロング・ショート型

∕絶対収益追求型 
 
 
その他 
（   ） 

（注）当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 

 

○商品分類の定義 

・単位型／追加型 
「単位型投信」・・・当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われな

いファンドをいいます。 
・投資対象地域 
「国内」・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を

源泉とする旨の記載があるものをいいます。 
・投資対象資産（収益の源泉） 
「株式」・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉と

する旨の記載があるものをいいます。 
・補足分類 
「特殊型」・・・目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる

特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 
 

ファンドの運用内容 
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○属性区分の定義 

・投資対象資産 
「債券（その他債券）」・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する

旨の記載があるものをいいます。 
・決算頻度 
「その他」・・・目論見書又は投資信託約款において、決算頻度の属性がどれにもあてはならない全てのもの

をいいます。 
・投資対象地域 
「日本」・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の

記載があるものをいいます。 
・特殊型 
「条件付運用型」・・・目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用い

ることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終
了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の
記載があるものをいいます。 

 
※ 当ファンドは、主として日経平均株価の水準によって償還価格等が決定される債券に投資するため、「属性
区分における投資対象資産」は「債券（その他債券）」となり、「商品分類における投資対象資産（収益の
源泉）」である「株式」とは分類が異なります。 

 
*前記は、社団法人 投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。商品分類・属性区分
の全体的な定義については、社団法人 投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参
照ください。 

 
 
 

 
 
国内外の高格付の公社債、特にユーロ市場(自国内取引以外に海外で行われる通貨取引の場)で発行

される円建債券を主要投資対象とします。  
 

① 当ファンドは、日経平均株価の水準によって償還価格及び償還時期が決定される性格を持つ円建債

券を主要投資対象とします。ファンドの償還価額は、当該円建債券の償還価格に応じて決定されま

す。当該円建債券は、当ファンドが規定する満期償還価額判定期間中の日々の日経平均株価終値が

一定の水準を満たすか否かによって償還価格が変わります（詳細は後述③参照）。 

1) 主要投資対象とする円建債券は、原則として平成21年4月27日現在においてAA－格(スタンダード&

プアーズ社)以上またはAa3格(ムーディーズ社)以上のいずれかの格付を有する発行体が発行する円

建債券、もしくは同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える円建債券とします。 

＊ファンド設定前に組入予定債券の発行体または債券を保証する金融機関の格付変更がなされた場

合でも、商品性の維持に問題が生じる恐れがあると委託会社が判断した場合を除き、投資対象債

券の発行体の変更は行いません。 
2) 当該円建債券は、信託期間内に償還する債券で、日経平均株価の水準により償還価格及び償還時期

が決定される性格を有しています。 

3) 当ファンドは当該円建債券を高位に組入れますが、一部コール・ローンなどの短期金融資産を組入

れる場合もあります。 
4) 当ファンドが投資する円建債券は単一銘柄となることがあります。 

5) 信託期間中、当該円建債券の入替は原則として行わず、債券が償還されるまで保有することを基本

とします。 

6) 投資した円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の信用状況が著しく劣化した場合※や

倒産等の場合には、委託会社の判断で、当該円建債券を途中売却することがあります。この場合に

おいては、当該円建債券の売却価格(時価)は大幅に下落し、当ファンドに大きな売却損が発生する

ことがあります。 
※著しく劣化した場合とは、当該円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の債務不履行リスクや倒産の可
能性が高まったと判断される場合などが想定されます。 
 

投資方針 

ファンドの運用内容ファンドの運用内容
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7) 当ファンドの償還価額は、当該円建債券の償還価格に応じて決定されますが、途中売却の場合には、

後記②③に定める償還時の基準価額の計算方法は適用されません。 
8) 上記途中売却の場合には当ファンドを早期償還する場合があり、当ファンドが目標とする償還価額

を達成できません。 

② 判定日(設定約半年後から半年毎に1回)※の日経平均株価終値が、スタート株価以上であった場合に

は、約10,540円(1万口当たり/税引前)で繰上償還します。 
※予め定められた各判定日において、金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*がある
ときは、当該判定日が変更される場合があります。 
*  日経平均株価を構成する株式の20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均株価に関する先物取引
の取引停止または取引制限等を指します。 

③ 繰上償還せずに満期償還となる場合、当ファンドの償還ケースは後記の通りとなります。 

1) 満期償還価額判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート株価と比較して一度もマ   

イナス30%以下に下落することがなかった場合、日経平均株価の変化率（スタート株価に対するファ

イナル株価の変化率）がプラス5.4%以下の場合は約10,540円（1万口当たり/税引前）で償還します。

日経平均株価の変化率がプラス5.4%を超えた場合は、日経平均株価の変化率と同じ比率で変化（上

昇）した価額（1万口当たり/税引前）で償還します。この場合、償還価額に上限はありません。 

2) 満期償還価額判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート株価と比較して一度で

もマイナス 30%以下に下落した場合、元本確保機能はなくなります。日経平均株価の変化率と同

じ比率で変化した価額で償還します。ただし、償還価額の上限は約 10,000 円（1 万口当たり/税

引前）となります。 

④ 資金動向、市況動向、日経平均株価の改廃、運用に関連する法令・税制・会計基準の改正・変更及

びその他の特殊な状況等によっては、前記のような運用が行われない場合や当ファンドの投資目的

が達成されない場合があります。 

⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金

利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取

引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかる

オプション取引と類似の取引を行うことができます。 

⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利と

その元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。 

⑦ 当ファンドの運用指図の権限は、クレディ･アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント･

エス･エーに委託します。 

 

ファンドの運用内容 
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【キーワード】 

判定日 設定約半年後から毎年12月20日及び6月20日(休日の場合は翌営業日)※。 

繰上償還 
当初予定していた信託期間が短縮されて、ファンドが償還されることをいいま
す。当ファンドの場合、信託期間は最短約7ヵ月、最長約2年となります。 

スタート株価 

設定時の基準となる日経平均株価。 
平成21年7月1日(水)、2日(木)、3日(金)、6日(月)、7日(火)の5営業日間の東京
証券取引所における日経平均株価終値の平均値※。小数点第5位を四捨五入して、
小数点第4位まで算出します。 

ファイナル株価 

繰上償還せずに満期償還となる場合のみ参照する数値で、満期償還時の基準とな
る日経平均株価。 
平成23年5月25日(水)、26日(木)、27日(金)、30日(月)、31日(火)の5営業日間の
東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値※。小数点第5位を四捨五入し
て、小数点第4位まで算出します。 

日経平均株価の変化率 
(上昇率または下落率) 

スタート株価に対するファイナル株価の変化率(上昇率または下落率）。 

 

償還時基準価額計算の際の日経平均株価の変化率(上昇率または下落率）につい
ては前記数式で算出された数値を四捨五入せずに適用します。 

満期償還価額判定期間 

繰上償還せずに満期償還となる場合のみ参照する期間です。 
信託期間約2年のうち、最後の約半年(平成22年12月21日(火)～平成23年5月24日
(火)※※)の期間となります。 
→当該期間中の東京証券取引所における日々の日経平均株価終値を参照し、スタ
ート株価と比較して一度もマイナス30%以下に下落しなければ、償還価額は少
なくとも約10,540円（1万口当たり/税引前）となります。マイナス30％以下に
下落した場合の償還価額の上限は約10,000円（1万口当たり/税引前）となりま
す。 

元本確保 
1万口当たり約10,000円を確保することであり、お申込金額からお申込手数料及
び消費税等相当額を差引いた元本を確保することを指します。 

※ 当該期間中に金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、参照期間や判定日

が変更される場合があります。 
※※当該期間中に金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があるときは、当該日は除外され
る場合があります。 
* 日経平均株価を構成する株式の20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均株価に関する先物取引の取

引停止または取引制限等を指します。 

当ファンドのスタート株価及びファイナル株価については、確定後に、委託会社が販売会社を通して書面にて受益者にご

報告致します。 

 

【判定日及び繰上償還日】 

判定日 
日経平均株価終値が 

スタート株価に対して 
繰上償還日 

半年後    （平成21年12月21日(月)) 平成22年1月20日(水) 

1年後     （平成22年 6月21日(月)) 平成22年7月20日(火) 

1年半後   （平成22年12月20日(月)) 

±0％以上の場合 

平成23年1月20日(木) 

 

ファンドの運用内容
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【当ファンドのスケジュール】 

 
 

 

 

《繰上償還の場合》 

 
 

《満期償還の場合》 
 

 

＊ 当ファンドの判定日、繰上償還日が休日の場合は翌営業日となります。 

 

ファンドの運用内容 
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【償還の仕組み】 
 
当ファンドは、日経平均株価の水準によって償還価格及び償還時期が決定される円建債券を主要投資対

象とします。ファンドの償還価額は、当該円建債券の償還価格に応じて決定されます。 

当ファンドの償還パターンは後記の通りとなります。 

 

《繰上償還の場合》 

 

・設定約半年後から毎年12月20日及び6月20日（休日の場合は翌営業日）の判定日の日経平均株価終値が

スタート株価以上であれば、繰上償還が決定します。 

 

・繰上償還価額は約10,540円（1万口当たり／税引前）です。 

 ＊繰上償還価額は約10,540円（1万口当たり/税引前）を超えて上昇することはありません。 

 

・繰上償還となった場合には、各判定日から1ヵ月後の1月20日及び7月20日（休日の場合は翌営業日）を

繰上償還日とし、原則として繰上償還日の翌営業日から償還金をお支払いします。 

 

〔イメージ図〕 
 

 

* 前記の例は、繰上償還と日経平均株価の関係を理解して頂くために記載したもので、将来の日経平均株価を示唆・ 

保証するものではありません。 

* お申込手数料等は考慮しておりません。信託報酬その他諸費用は考慮しております。 

* 前記数値は、組入予定債券をファンド資産として100%組入れた場合に想定されるものです。 

 

 

〔繰上償還に関する留意点〕 

* 当ファンドが投資した債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の信用状況の変化等によっては、

目標とする償還価額を達成できない場合があります。 

* 判定日の前営業日や翌営業日の日経平均株価終値がスタート株価以上であっても、当該判定日当日に

おける日経平均株価終値が、スタート株価以上でなければ繰上償還とはなりません。 

* 日経平均株価が大幅な上昇となった場合でも、株価上昇のメリットは十分に享受できません。 

 

 

ファンドの運用内容
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《満期償還の場合》 

 

・繰上償還せずに満期償還となる場合、満期償還価額判定期間中における日経平均株価終値及びファイ

ナル株価の水準次第で満期償還価額が決定します。 

 

・ 満期償還価額判定期間中の日経平均株価終値が一度もマイナス 30％以下に下落しなかった場合は、 

満期償還価額は少なくとも約 10,540 円（１万口当たり／税引前）となります。（パターン①、パター

ン②） 

 

・一度でもマイナス 30％以下に下落した場合は、満期償還価額は日経平均株価の変化率によって決定さ

れます。（パターン③） 

当ファンドの満期償還ケースは後記の通りとなります。 

 

 ケース1）満期償還価額判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート株価と比較して 

一度もマイナス30%以下に下落しない場合 
〔イメージ図〕 
 

パターン① 

 
日経平均株価の変化率がプラス5.4％を 

 超えた場合 

 

償還価額
※1
は日経平均株価の変化率（上昇

率）と同率分上昇します。 

償還価額に上限はありません。  

 
パターン② 

 
日経平均株価の変化率がプラス5.4％以下

 の場合 

 

償還価額は約10,540円
※2

です。 

 
  

ケース 2）満期償還価額判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート株価と比較して 

 一度でもマイナス30%以下に下落した場合 
 

〔イメージ図〕  

 

パターン③ 

 
償還価額

※1
は日経平均株価の変化率に 

よって決定されます。 
償還価額の上限は約10,000円

※2
です。 

 

この場合、投資元本を割込み、損失を被 

る可能性は高くなります。 

 

 

償還価額
(1万口当たり/税引前) ＝＝

ファイナル株価－スタート株価
10,000円× 1+

スタート株価

償還価額
(1万口当たり/税引前) ＝＝

ファイナル株価－スタート株価
10,000円× 1+

スタート株価  

ファンドの運用内容ファンドの運用内容 

※1 ※2 1 万口当たり／税引前。お申込手数料等は考慮し

ておりません。 
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* 前記の例は償還価額と日経平均株価の関係を理解して頂くために記載したもので、将来の償還価額や日経平均株価を示

唆・保証するものではありません。また、前記試算は各仮定に基づいて算出したものであり、実際の運用成果を事前に

保証するものではありません。 

* お申込手数料等は考慮しておりません。信託報酬その他諸費用は考慮しております。 

* 前記数値は、組入予定債券をファンド資産として100%組入れた場合に想定されるものです。 

 

・当ファンドの満期償還価額は、小数点第3位を四捨五入して、小数点第2位まで算出します。 

・満期償還金は、原則として満期償還日(平成23年6月20日(月))の翌営業日からお支払いします。 
 

 

〔満期償還に関する留意点〕 

*当ファンドが投資した債券の発行体もしくは保証を与える金融機関の信用状況の変化等によっては、目

標とする償還価額を達成できない場合があります。 

* パターン③の場合、投資元本を割込む可能性が大きくなります。償還価額に下限はありません。 

日経平均株価が大幅な下落となった場合、償還価額も大幅に下落します。 

 

 

《満期償還時の償還価額と日経平均株価の変化率》 

〔イメージ図〕 

 
 

 
 

ファンドの運用内容
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【日経平均株価の推移】 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年

(円）

バブルの崩壊

ITバブルの崩壊

金融不安

38,915.87円(1989年12月29日終値)

（1986年1月末～2009年4月末）

8,828.26円
（2009年4月30日終値）

1ドル＝80円近辺の
円高局面

バブル崩壊後の日経平均株価終値の最安値　7,054.98円（2009年3月10日）

消費税率引上げ

 

* 前記グラフの日経平均株価のデータは月末ベースです。 
（ブルームバーグ等のデータに基づいてクレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成） 

* 前記のグラフは過去のデータに基づき作成したものであり、将来を予測・保証するものではありません。 
 
＜ご参考：スタート株価とそのスタート株価から 30%下落した日経平均株価の水準＞ 

スタート株価の例 11,000 円 10,500 円 10,000 円 9,500 円 9,000 円 8,500 円 8,000 円

30%下落した日経 

平均株価の水準 
7,700 円 7,350 円 7,000 円 6,650 円 6,300 円 5,950 円 5,600 円

* 前記のスタート株価は説明のための例であり、実際のスタート株価とは異なります。 
* 実際のスタート株価は、平成21年7月1日(水)、2日(木)、3日(金)、6日(月)、7日(火)の5営業日間の東京証券取引所に
おける日経平均株価終値の平均値となります。 

ファンドの運用内容 ファンドの運用内容 
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【主要投資対象とする予定の円建債券の概要】 

 
当ファンドが主要投資対象とする予定の円建債券の概要は、後記の通りです(なお、実際に組入れる債券
は、発行日の投資環境等により、後記の概要と全く同一の内容のものにならない場合があります)。 

① 発行体情報 

発行体 

当ファンドが主要投資対象とする予定の円建債券の発行体は、J.P.モルガン・ストラクチャ
ード・プロダクツで、親会社であるJPモルガン･チェース銀行が当該円建債券を保証します
（JPモルガン・チェース銀行の格付はAA－格(スタンダード&プアーズ社)、Aa1格(ムーディ
ーズ社）（平成21年4月27日現在)）。 

J.P.モルガン・ストラクチャード・プロダクツ 

（J.P.Morgan Structured Products B.V.)： 
J.P.モルガン・ストラクチャード・プロダクツは、2006年11月6日付でアムステルダムにお
いてオランダ法の下に設立された会社です。同社は、JPモルガン･チェース銀行の完全子会
社で、債券やワラント、証書、リバースCBなどの証券派生商品の発行を主な業務としていま
す。 

JPモルガン･チェース銀行 
J.P.モルガン・ストラクチャード・プロダクツの親会社であるJPモルガン･チェース銀行
は、1968年に米国デラウエア州で設立されニューヨークに本社を置くJPモルガン･チェー
ス・アンド・カンパニーの完全子会社です。JPモルガン･チェース銀行の主要活動拠点は米
国ニューヨークで、米国内外で広範な銀行サービスを提供しています。 

JPモルガン･チェース・アンド・カンパニー 
J.P.モルガン・ストラクチャード・プロダクツ及びJPモルガン･チェース銀行の親会社であ
るJPモルガン･チェース・アンド・カンパニーは、世界60カ国以上に営業拠点を持つ、世界
有数の金融サービス会社です。インベストメント・バンキング業務、個人、中小企業及びコ
マーシャル･バンキング向け金融サービス業務、金融取引管理事務業務、アセット・マネジ
メント業務、プライベート・エクイティ業務において業界のリーダー格的存在です。また、
ダウ・ジョーンズ工業株価平均の構成銘柄として採用されている同社は、「JP モルガン」
及び「チェース」のブランドの下で、米国の多数の個人顧客と世界有数の事業法人・機関投
資家・政府機関に金融サービスを提供しています。同社は、ニューヨーク証券取引所、東京
証券取引所、ロンドン証券取引所などに上場しています。 

＜JPモルガン･チェース・アンド・カンパニーの沿革＞ 
JPモルガン･チェース・アンド・カンパニーの歴史は、1799年にニューヨーク市への水道供
給者が銀行部門のザ・バンク・オブ・ザ・マンハッタン・カンパニーを設立したことにより
はじまります。同社は、長い歴史の中で数多くの合併を行ってきたJPモルガン、チェース、
バンク・ワンが統合し、世界有数の金融サービス会社としての現在の組織に成長してきまし
た。2000年12月に、ザ・チェース・マンハッタン・コーポレーションとJ.P.モルガン・アン
ド・カンパニーが合併し、J.P.モルガン・チェース・アンド・カンパニーとなりました。さ
らに、2004年7月には、バンク・ワン・コーポレーションと合併し、現在のJPモルガン・チ
ェース・アンド・カンパニーが誕生しました。2008年5月には、ザ・ベアー・スターンズ・
カンパニーズ･インクを買収しました。 

＜JP モルガン･チェース・アンド・カンパニーの財務データ＞ 
 

 2008年 2007年 

総資産 約198兆円 約178兆円※1 

自己資本（Tier1） 約12兆3,895億円 約10兆1,303億円※2 

総収益 約6兆1,219億円 約8兆1,471億円 

当期純利益 約5,102億円 約1兆7,539億円 

ROE 4％ 13％ 

自己資本率（Tier1） 10.9％ 8.4％ 

従業員数 224,961人 180,667人 
※1 世界第12位（約1兆5,621億米ドル。出所：The Banker, July 2008） 
※2 世界第 4位（約887億米ドル。出所：The Banker, July 2008） 
*換算レート：1米ドル=114.15 円（2007 年 12 月末）、1米ドル=91.03 円（2008 年 12 月末）
出所：JPMorgan Chase & Co. Annual Report 2007 

JPMorgan Chase & Co. Annual Report 2008 
J.P．Morganホームページ（一部抜粋。2009年4月27日現在) 

債券の種類 
円建債券 
（ユーロ市場で発行される円建債券。為替変動リスクは有しません） 

償還期限 約2年以内 

1券面あたりの額面 100,000円 

 

ファンドの運用内容
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ファンドの運用内容 



 
 

- 16 - 

 
② 円建債券の特色 
日経平均株価の水準により償還価格及び償還時期が決定される性質を有しています。円建債券

の繰上償還の有無、繰上償還時及び満期償還時の水準が予め決められた数値になるよう当該円

建債券は設計されています。 

 

 
 

 

③ 発行体の選定方法 
運用の委託先であるクレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・
エーは、下記のプロセスに従って円建債券を選定します。 
 
円建債券の選定プロセス 
 
＜ステップ1＞ 格付基準

原則として、AA－格（スタンダード＆プアーズ社）以上またはAa3格(ムーディーズ社）以上のいずれかの格付を
有する発行体が発行する円建債券、もしくは同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える円建債券とします。

＜ステップ2＞ 独自の信用力調査・分析

ステップ１の格付基準に加え、主に以下の観点から発行体の信用力について独自に調査・分析を行います。

・ 事業面（事業戦略、事業戦略等の遂行能力、競争力、業界動向、株主構成など）

・ 財務面（収益性、収益動向、財務体質（資産の質、負債の水準、資金調達能力・・・）など）

＜ステップ3＞ 円建債券の選定

原則として、複数社（通常3～5社程度）を招いた入札により、グループ会社を優先することなく、信用力及び価格の
両面からファンドにとって最も有利な条件であると判断した円建債券を選定します。

＜ステップ1＞ 格付基準

原則として、AA－格（スタンダード＆プアーズ社）以上またはAa3格(ムーディーズ社）以上のいずれかの格付を
有する発行体が発行する円建債券、もしくは同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える円建債券とします。

＜ステップ2＞ 独自の信用力調査・分析

ステップ１の格付基準に加え、主に以下の観点から発行体の信用力について独自に調査・分析を行います。

・ 事業面（事業戦略、事業戦略等の遂行能力、競争力、業界動向、株主構成など）

・ 財務面（収益性、収益動向、財務体質（資産の質、負債の水準、資金調達能力・・・）など）

＜ステップ3＞ 円建債券の選定

原則として、複数社（通常3～5社程度）を招いた入札により、グループ会社を優先することなく、信用力及び価格の
両面からファンドにとって最も有利な条件であると判断した円建債券を選定します。  
 

平成21年4月27日時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。 

ファンドの運用内容 ファンドの運用内容
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ユーロ市場で発行される円建債券を主要投資対象とします。 

投資対象の詳細は、信託約款をご参照ください。 

なお、円建債券の詳細につきましては、前記【主要投資対象とする予定の円建債券の概要】をご参照く

ださい。 

 
 
 
 

 

信託財産から生ずる利益は、原則として信託終了時まで信託財産中に留保し、収益の分配は行いません。 

留保益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 
 
 
 
 
 

 

【当ファンドの信託約款で定める投資制限】 
 

投資制限の詳細は、信託約款をご参照ください。 

 

1) 外貨建資産への投資制限 

委託会社は、外貨建資産への投資は行いません。 

2) 株式への投資制限 

株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への投資は、信託財産の純資産総額の80%以下

とします。 

3) 投資信託証券への投資制限 

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 

4) 同一銘柄の株式等への投資制限 

（a）同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 

（b）同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額

の5%以下とします。 

5) 同一銘柄の転換社債等への投資制限 

委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236

条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が

それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものの時価総額が、信託財産の純資

産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

 

【法令により禁止または制限される取引等】 
 

1) 同一法人の発行する株式の投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条） 

委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信

託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の

50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図

することはできません。 

2) デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号) 

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る

変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な

方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ

取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券

売買を含みます)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。 

 

投資制限 

投資対象 

分配方針 

ファンドの運用内容ファンドの運用内容 ファンドの運用内容 
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当ファンドは、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、当ファ
ンドは、投資元本が保証されているものではありません。下記の各投資リスクにより組入有価証券
の価格が値下がりすることにより、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
また、当ファンドは、預金保険の対象及び保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、信託財産に
生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。なお、当ファンドは、全信託期間
（繰上償還または満期償還まで）にわたってご投資頂くことを前提として設計しておりますので、
信託期間中の途中換金による売買差益の追求等には適しておりません。 
以下は、当ファンドに関して考えられ得る主な投資リスク及び留意点です。 

 

投資リスク 
①価格変動リスク 
・当ファンドが主要投資対象とする円建債券は、日経平均株価の下落及び金利の上昇、当該債券

の発行体や保証を与える金融機関の財務状況の悪化等により価格が値下がりするリスクがあり

ます。当該債券の価格が値下がりした場合、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元

本を割込むことがあります。 

・当ファンドは、日経平均株価の水準が一定条件を満たした場合のみ、繰上償還時及び満期償還

時に少なくとも約 10,540 円（1 万口当たり／税引前）で償還する仕組みとなっております。従

って、その他の信託期間中においては、元本確保が保証・約束されているものではなく、基準価

額は投資元本（1万口当たり 10,000 円）を下回っている場合があります。 
・信託期間約 1 年半後以降の満期償還価額判定期間において、日々の日経平均株価終値が一定水

準以下に下落した場合、満期償還価額は投資元本を割込む可能性が高くなります。 

具体的には、満期償還価額判定期間中に日々の日経平均株価終値がスタート株価と比較して一

度でもマイナス 30%以下に下落し、かつファイナル株価がスタート株価未満となった場合、投

資元本を割込みます。 

②信用リスク 
・当ファンドが主要投資対象とする円建債券は、その発行体や保証を与える金融機関の倒産や財

務状況の悪化等によって当該債券の償還金が支払われなくなる（債務不履行＝デフォルト）リ

スクがあります。 
・債務不履行に陥ったとき、またはそうなる可能性が高まったときには、信用リスクが上昇しま

す。このような場合、当該債券の価格は値下がりし、ファンドの基準価額が下落、損失を被り

投資元本を割込むことがあります。 
この場合には、委託会社の判断で、当該債券を途中売却することがあります。その結果、当フ

ァンドに大きな売却損が発生することがあり、日経平均株価の水準に関わらず、当ファンドが

目標とする償還価額を達成できない場合があります。 

・当ファンドの目標とする償還価額は、平成21年4月27日時点において目標としている運用成果で

あり、投資した円建債券の発行体や保証を与える金融機関の債務不履行等によっては、目標と

する償還価額を達成できない場合があります（将来の運用成果等をお約束するものではありま

せん）。 

③流動性リスク 

・当ファンドが主要投資対象とする円建債券は、原則として信託期間中の入替を行わず、償還さ

れるまで保有しますが、途中換金に対応するためには当該債券を一部売却する必要があります。

当該債券は繰上償還時あるいは満期償還時まで保有することを前提として設計されており、一

般に流通している債券と比較して流動性が低く、当該債券の一部売却の際には、期待される価

格で売却できない可能性があり、ファンドの途中換金時の基準価額は売却損が発生する水準と

なる可能性が高く、投資元本を割込むことがあります。 

 

ファンドの主な投資リスクと留意点 

ファンドのリスク
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留意点 
①途中換金に関する留意点 
・当ファンドは、3 ヵ月毎の途中換金及び特別な事由による途中換金（特別換金）の場合を除

き償還日まで換金できません。さらに、金融商品取引所における取引停止または取引制限等、

やむを得ない事情等＊があるときは、途中換金請求の受付が中止されることがあります。 

*日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平

均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等、及び主要投資対象とする円建債券の

発行体や保証を与える金融機関、あるいは値付業者の破産または債務不履行等の状況となっ

た場合等を指します。 

・換金価額は、換金実行日の翌営業日の基準価額に信託財産留保額として、0.5%を乗じて得た

額を当該基準価額から控除した額となります。 

・途中換金時に適用される換金価額は、日経平均株価の下落、金利の上昇及び発行体等の信用

状況等により日々変動するため、投資元本を下回る水準となる可能性が高いのでご注意くだ

さい。 

②特定の債券への銘柄集中に関する留意点 
・当ファンドは、原則として設定時に組入れた円建債券を高位に組入れ、満期償還まで保有す

ることを基本とします。当ファンドが投資する円建債券は単一銘柄であるため、複数銘柄に

分散投資された投資信託に比べ、特定の債券が及ぼす基準価額への影響が強くなります。 
・スタート株価決定後に円建債券が発行されることから、日経平均株価の動向によっては、当

該円建債券の評価額が発行直後に変動し、当ファンドの基準価額に影響を与えることがあり

ます。 
③基準価額及び償還価額の上限について 
・当ファンドは、投資する債券の性質上、株価上昇時の基準価額、繰上償還価額及び条件に満

たない場合の満期償還価額には上限があり、日経平均株価が大幅な上昇となった場合、株価

上昇のメリットを十分に享受できません。 
・信託期間中の基準価額は元本確保ではありません。基準価額は設定日に少なくとも信託報酬分下

落します。ただし、繰上償還時の償還価額（約 10,540 円（1 万口当たり／税引前)）及び条件

付での満期償還時の償還価額（少なくとも約 10,540 円（1 万口当たり／税引前)）については、

信託報酬等を考慮しております。 
・信託期間中の基準価額には、前記以外にも、組入有価証券の売買委託手数料、監査費用の負

担及びこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。 
＜信託期間中＞信託期間中の基準価額は組入債券の部分売却が可能である価格（時価）を基に

算出します。日経平均株価が大きく上昇していた場合でも、投資元本（1 万口

当たり 10,000 円）を下回る可能性があります。 

＜繰上償還時＞繰上償還価額は、約 10,540 円（1 万口当たり／税引前）を超えて上昇すること

はありません。 

＜満期償還時＞満期償還価額は、日経平均株価の変化率によって決定されます。 

イ．満期償還価額判定期間中における日々の日経平均株価終値が一度もマイナス

30%以下に下落しない場合は、以下の通りです。 

日経平均株価の変化率がプラス 5.4%を超えた場合には、日経平均株価の変化率

と同じ比率で変化（上昇）した価額（1 万口当たり/税引前）で償還します。償

還価額に上限はありません。 

日経平均株価の変化率がプラス 5.4%以下の場合は約 10,540 円（1 万口当たり／

税引前）で償還します。 

ロ．満期償還価額判定期間中における日々の日経平均株価終値が一度でもマイナス

30%以下に下落した場合は、償還価額は約 10,000 円（1 万口当たり／税引前）

を超えて上昇することはありません。償還価額に下限はありません。 

④投資方針の変更に関する留意点 
信託財産の減少や委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、ファンドが目指す運用が行

われないことがあります。また、委託会社の判断で円建債券を売却し、安定運用に切り替えるこ

とにより、ファンドが目標とする商品性とは全く異なる収益・損失になる可能性があります。 
⑤その他の留意点 

・信託財産から生ずる利益は、原則として信託終了時まで信託財産中に留保し、信託期間中に

は収益分配は行いません。 

・当ファンドが主要投資対象とする円建債券は、当該債券の償還までの残存期間中における一
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部売却に関して、少なくとも当該債券の値付業者が当該債券を買取る形式が取られており、

流動性の確保が図られております。ただし、当該債券の発行体や保証を与える金融機関が破

産または債務不履行等の状況となった場合、当該債券の残存期間中における一部売却に対し

当該債券の値付業者による買取ができなくなることがあります。 

・当ファンドが繰上償還になるかどうかの判定が行われる日（判定日）は、設定約半年後から

毎年 12 月 20 日及び 6 月 20 日（休日の場合は翌営業日）の各一日だけです。したがって、当

該判定日の前営業日や翌営業日の日経平均株価終値がスタート株価に達していたとしても、

当該判定日当日における日経平均株価終値がスタート株価以上とならなければ繰上償還とは

なりません。 
・委託会社の判断で当ファンドを判定日の日経平均株価終値の水準に基づく繰上償還日以外に

も早期償還する場合があります。その際の償還時のファンドの基準価額は、元本確保ではあ

りません。 
・証券市場及び外国為替市場は、 世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政

変、経済事情の変化若しくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態によ

り主要投資対象である円建債券の価格の算出が著しく困難になる場合、あるいは不能となる

場合があります。こういった事態を受けて当ファンドの運用及び基準価額の算出において当

該投資対象債券の価格の合理性に疑問が生じた場合、また当該債券の価格の提供が行われな

いような場合には、委託会社の判断において途中換金請求の受付を一時的に中止することが

あります。 
・当ファンドが目標とする償還時(繰上償還時及び満期償還時)基準価額は、平成 21 年 4 月 27

日現在の日本及び当ファンドの運用に関連する国の法令、税制(消費税等の料率を含む)及び

会計基準等に基づいて試算されているため、将来における当該事項の改正及び変更によって

は、目論見書に表示されている通りにはならないことがあります。 
 
 
 
 
 
 

投資信託についての一般的な留意事項です。 
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。 

・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。 

・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。 

・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 

・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（銀行は販売の窓口となります）。 

・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではあ

りません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 

・投資信託のご購入時にはお申込手数料（上限 1.575%（税抜 1.5%））がかかります。また、設

定時の元本総額に対して信託報酬がかかります（1.9005%（税抜 1.81%））。 

・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 

 

 

一般的な留意点 
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※1 投資顧問契約 
委託会社と投資顧問会社との間において｢投資顧問契約｣を締結しており、委託会社が投資顧問会社へ

運用指図権限を委託するにあたり、委託する業務の内容等を規定しています。 
 

※2 信託契約 
委託会社と受託会社との間において｢信託契約(投資信託約款)｣を締結しており、委託会社及び受託会

社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償

還等を規定しています。 
 

※3 募集・販売等に関する契約 
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金

及び償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。 
 

ファンドのしくみ 

ファンドのしくみ 
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名称      ：クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社 

代表者の役職氏名 ：代表取締役 青野 晴延 

本店の所在の場所 ：東京都千代田区内幸町一丁目 2番 2号 

 

 

【委託会社の資本金】 
3億円（有価証券届出書提出日現在） 

 

 

【委託会社の沿革】 

昭和61年 7月 1日 ｢インドスエズ・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッド｣設立 

昭和63年 6月 8日 証券投資顧問業の登録 

平成元年 1月31日 投資一任契約にかかる業務の認可 

平成 2年 7月20日 ｢インドスエズ・ガートモア・アセット・マネージメント株式会社｣に商号変更 

平成 6年 9月20日 ｢インドスエズ・ガートモア投資顧問株式会社｣に商号変更 

平成 7年10月 2日 ｢インドスエズ投資顧問株式会社｣に商号変更 

平成 9年 9月 1日 ｢インドカム投資顧問株式会社｣に商号変更 

平成10年 9月30日 ｢インドカム・アセット・マネージメント投信株式会社｣に商号変更 

平成10年11月24日 証券投資信託委託業の免許取得 

平成13年 4月25日 ｢クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社｣に商号変更 

平成19年 9月30日 投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業の登録 

 

【大株主の状況】 

（有価証券届出書提出日現在）

株 主 名 住 所 所 有 株 数 所 有 比 率 

クレディ･アグリコル アセット

マ ネ ジ メ ン ト ･ エ ス ･ エ ー 

フランス共和国 パリ市 パスツール

大通り 90番地 75015 
23,200株 100% 

 

 

委託会社の概要 

ファンドのしくみ
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《クレディ･アグリコル･グループ概要》 
クレディ・アグリコル・グループは、1894年に設立された、フランス最大級のリテールバンク、クレデ

ィ・アグリコル エス・エーを中核とする金融グループです。 

クレディ・アグリコル エス・エーは、欧州大陸第1位のユニバーサルバンク※1(地銀39行、従業員数約

89,000人、11,850支店※2)であり、フランス国内で上位の格付を取得しております(スタンダード&プアー

ズ社：AA－格、ムーディーズ社：Aa1格、フィッチ社：AA－格※2)。 

クレディ・アグリコル・グループの業務内容は、「フランス国内リテール・バンキング部門」、「専門金

融サービス部門」、「資産運用業務、保険事業、プライベート・バンキング部門」、「法人営業・投資銀行

部門」、「国際リテール・バンキング部門」等と広範囲にわたっており、パリ、ロンドン、ニューヨーク、

香港、東京を中心に世界各国に業務展開し、金融商品・サービスを提供しております。 

※1 自己資本(第一分類)は687.24億米ドル(出所：The Banker, July 2008)に基づきます。 

※2 2008年12月末現在 

 

＜クレディ・アグリコル・グループの組織図＞ 

 

  
 

＊上記は、2008年7月末現在の組織図です。なお、組織図内の各比率は出資比率です。 

 

＜クレディ・アグリコル・グループの沿革＞ 

1894年 相互組織形態の地方金庫として設立（明治27年） 

1926年 ケス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコル（CNCA（全国農業信用金庫））の設立 

1986年 プレディカ（Predica（生命保険会社））の設立 

1988年 金融持株会社に転換（政府保有分90％を地域銀行に売却。残りは従業員持株） 

1990年 パシフィカ（Pacifica（損害保険会社））の設立 

1996年 インドスエズ銀行（1975年創立、法人金融部門及び投資銀行部門）を買収 

1999年 ソフィンコ（SOFINCO（消費者金融会社））を買収 

2001年 ケス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコルからクレディ・アグリコル エス・エーに名称変更し、

フランス証券取引所に株式公開 

2002年 フィナレフ（FINAREF（消費者金融会社））を買収 

2003年 クレディ・リヨネを買収 

ファンドのしくみ 
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《クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー概要》 
クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー（フランス）は、クレ

ディ・アグリコル・グループのストラクチャード商品の知識、ノウハウ、技術を結集させた資産運用会

社として、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー（フランス）から独立して、

2005年9月1日に設立されました。クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー（フラン

ス）と同一の運用チームが従来どおりの商品設計力とグループ内の資産運用サービスに基づいて、同社

にてストラクチャード商品等を提供します。 

 

 
《クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社概要》 
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、グループの資産運用会社であるクレディ・

アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(フランス)の100%子会社で、日本における資産運用ビ

ジネスの拠点として、1986年以来、日本のお客さまに資産運用サービスを提供しております。 

現在、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、条件付運用型ファンド等のストラク

チャード商品、アジア株式、SRI（社会的責任投資）関連等の投資信託を多数設定、欧州株式、欧州債

券、オルタナティブをはじめとする機関投資家向商品など、幅広い商品提供を行っております。 

 

ファンドのしくみ
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【運用体制】 
当ファンドの運用体制は以下の通りです。 

 
 

 

ファンドの運用に関して当社では以下（抜粋）の社内規則・規程・ガイドラインを設けております。 
・分配金決定委員会規程         ・外部委託先選定・管理規則 
・ブローカー選定委員会規程       ・資金の借入れに係る業務規則等 
 

 

 

 
当ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

《内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織及びファンドの関係法人（販売会社を除

く）に対する管理体制》  

当ファンドの運用においては、当社の運用部における運用担当者がその上長である運用担当責任者

及び運用委員会の監督のもと、当ファンドの運用の委託先であるクレディ・アグリコル ストラクチ

ャード・アセットマネジメント・エス・エーが目論見書（信託約款）上のファンド個別の投資目的、

投資対象、分配方針等を確保しているかを、確認、監督します。また、投資制限等や関連諸法令及び

社団法人投資信託協会規則に沿った運用及び管理が行われているかをコンプライアンス部が日次で監

視・報告し、是正等指導が必要な事項が発見された場合には、速やかに、当該事項担当者に連絡をと

り必要な措置を取るよう指示します。その中で重要な事項についてはコンプライアンス委員会に報告

します。 

受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、独立

した監査法人が、SAS70（受託業務にかかわる内部統制について評価する監査人の業務に関する基

準）に基づき監査を行っており、受託会社より、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を定

期的に受取っています。

運用体制及びリスク管理体制 

ファンドのしくみ 
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【リスク管理体制】 

《クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー(投資顧問
会社)のリスク管理体制》  
親会社であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーのリスク管理ツール及びリスク
管理プロセスに準じます。 

クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エーのリスクモニター及びリ
スク管理は次の3段階で行っています。 

 
・運用上のリスク管理 
当ファンドの運用を担当するストラクチャード商品運用チームは、中間管理部・業務部とともに、多

数のツールを活用し、市場データやポートフォリオ分析、実際のポートフォリオのポジション流動性、

パフォーマンスのモニタリング、リスク試算等を行います。モニタリングだけでなく、ポートフォリ

オ対規約規制、顧客の指定規約や社内規程の遵守状況の確認、対参照インデックスのモニター、発行

体と結ぶ特異なスワップ評価のコントロールを行います。 
 
・専門部署によるリスク管理 
リスク・パフォーマンス管理チームは、社内規制のモニタリングとして、市場リスク、発行体信用リ

スク及び運用監査の3項目のチェックを行います。特に、発行体信用リスク管理チームは、債券発行体

の発行金額や償還等の制限を定義する重要な役割を果たします。ファンド・マネージャーとは別のレ

ポートラインを持ち、投資決定での独立性が確保されます。 
また、コンプライアンス・チームは社内外の法令遵守等についてのチェックを行います。  

・外部監査 
クレディ・アグリコル エス・エー(クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーの母
体)及びクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーの独立した監査チームが、適切な

業務遂行とリスク管理システムの適切性の調査を随時行います。 
 
《クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社（委託会社）のリスク管理体制》 

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社の運用状況モニター及びリスク管理については、

現在以下の事項が実施されています。 

（ⅰ）ファンド毎に、目論見書（信託約款）上のファンド個別の投資制限や投信法及び社団法人投資信託

協会規則等に基づくチェック項目がシステムにプログラムされ、日次ベースでコンプライアンス担

当者が運用状況を検証します。 
（ⅱ）投資制限等に違反等が見つかった場合は、運用担当者に連絡し事情を確認します。市場変動等外的

要因による“一時的な違反等”とみなせる場合も含め、適切にポジションの改善が図られるまで日

次で確認及び運用担当者との連絡を続けます。 
（ⅲ）運用状況の確認の結果は、毎月開かれるコンプライアンス委員会（メンバーは常勤取締役、執行役

員、コンプライアンス部長、法務部長、リスクマネジメント部長、業務管理本部長、運用本部長）

に報告されます。同委員会においては、運用状況の結果報告の他、重大なコンプライアンス事案

（含む不祥事件・顧客クレーム・トラブル等）の発生事実、事実調査結果、対応策・事後対策の状

況報告や議論がなされ、必要な方策を講じています。 
（ⅳ）コンプライアンス委員会のなかでは、運用・業務管理・システム（IT）等に対するリスク管理に係

る月次報告がリスクマネジメント部長によって行われます。この報告をもとに、より堅固なリスク

管理体制の構築のために検証、議論がなされています。 

ファンドのしくみ
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販売会社所定の方法でお申込みください。 

 

申込期間 
平成21年6月8日(月)～平成21年6月29日(月) 

申込期間最終日のお申込みの取扱は、午後3時までとさせていただきます。 

払込期日 

お申込みを受付けた販売会社が定める日までにお申込金額をお申込みの販売

会社にお支払いください。払込期日は販売会社によって異なる場合がありま

すので、お申込みの販売会社にご確認ください。 

お申込単位 10万円以上1円単位 (1口＝1円) 

お申込価額 
発行価格(1口＝1円) 

当ファンドにおいて基準価額は1万口当たりの価額で表示されます。 

※募集金額が5億円に満たない場合、当ファンドの設定を中止することがあります。設定が中止さ

れた場合のお申込金の返却等の取扱いについては、お申込みの販売会社にご確認ください。な

お、その場合、お申込金に利息はつきません。 

 

 

申込(販売)の手続等 

ファンドの申込方法 
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①3ヵ月毎の途中換金※と②特別な事由による途中換金(｢特別換金｣)を除き、償還日まで換金できません。

後記に定める営業日に換金の請求を受付けます。 
※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。 

① 毎年7月20日、10月20日、1月20日、4月20日(東京証券取引所の休業日、ユーロネ

クストの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかにあたる場合は翌営業日)を

換金実行日として、各換金実行日の7営業日前から3営業日前の間に途中換金を受

付けます。ただし、平成21年7月にかかる途中換金及び繰上償還決定後の途中換金

の実行の請求は、受付けません。 

 

換金期間 

② 受益者が死亡したときなどの特別な事由による場合には、毎営業日を換金実行日

として、途中換金(特別換金)の実行の請求を受付けます。なお、この場合、換金

実行日が東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの

祝休日のいずれかにあたる場合は、お申込みいただけません。 

 
<特別な事由>  

ⅰ．受益者が死亡したとき 

ⅱ．受益者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき 

ⅲ．受益者が破産手続開始決定を受けたとき 

ⅳ．受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき 

ⅴ．その他ⅰ．からⅳ．に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき 

換金単位 1口単位 

換金価額 換金実行日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.5%)を控除した価額となります。

換金代金の支払 
換金代金は、換金実行日から起算して原則として5営業日目から、販売会社において

お支払いします。 

※金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情等＊があるときは、委託会社の判断で途中換金の

実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。 
* 日経平均株価を構成する株式の20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均株価に関する先物取引の取
引停止または取引制限等、及び主要投資対象とする円建債券の発行体や保証を与える金融機関、あるいは値付業者の破

産または債務不履行等の状況となった場合等を指します。 
※当ファンドは3ヵ月毎の途中換金及び特別な事由による途中換金(特別換金)が可能ですが、換金価額は投資元本を下回る

水準となる可能性が高いのでご注意ください。 
 

《当ファンドの3ヵ月毎の途中換金スケジュール》 
途中換金受付開始日 途中換金受付締切日 換金実行日 換金代金支払日

Ｔから7営業日前 Ｔから3営業日前 Ｔ
Ｔから起算して原則として

5営業日目以降

1年目 平成21年 7月 途中換金は受付ません。 ― ― ―

平成21年10月 平成21年10月 8日（木） 平成21年10月15日（木） 平成21年10月20日（火） 平成21年10月26日（月）

平成22年 1月 平成22年 1月 8日（金） 平成22年 1月15日（金） 平成22年 1月20日（水） 平成22年 1月26日（火）

平成22年 4月 平成22年 4月 9日（金） 平成22年 4月15日（木） 平成22年 4月20日（火） 平成22年 4月26日（月）

2年目 平成22年 7月 平成22年 7月 8日（木） 平成22年 7月14日（水） 平成22年 7月20日（火） 平成22年 7月26日（月）

平成22年10月 平成22年10月 8日（金） 平成22年10月15日（金） 平成22年10月20日（水） 平成22年10月26日（火）

平成23年 1月 平成23年 1月11日（火） 平成23年 1月17日（月） 平成23年 1月20日（木） 平成23年 1月26日（水）

平成23年 4月 平成23年 4月11日（月） 平成23年 4月15日（金） 平成23年 4月20日（水） 平成23年 4月26日（火）

ファンド
設定から

途中換金

  

換金(解約)の手続等 

ファンドの申込方法
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※前記日程は有価証券届出書提出日現在の情報に基づき、換金実行日を決定し、それにより受付開始日、受付締切日及び換

金代金支払日を定めたものであり、東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日及びフランスの祝休日に変更・追

加があった場合には、各々変更になることがあります。 

特に、換金実行日が変更となる場合は、受付開始日、受付締切日及び換金代金支払日も翌営業日に変更となることがあり

ます。フランスの祝休日には、毎年、その日付が変わるものがあることにご留意ください。 
※特別な事由による途中換金(特別換金)については、毎営業日を換金実行日とします。 

 

【受益権の買取】 
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 

買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 

 
【償還金】 
償還金は、原則として償還日の翌営業日から受益者にお支払いします。 

 

※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる

この信託契約の途中換金を委託者が行うのと引換に、当該途中換金にかかる受益権の口数と同口数の抹

消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま

たは記録が行われます。 

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 

 

 
 
 

 

ファンドの申込方法 
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時期 項目 費用･税金 

申込時 申込手数料※1 1.575%(税抜1.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。 

信託財産留保額 途中換金時の基準価額※2の 0.5% 

途中換金時 

所得税及び地方税 換金価額※3の元本超過額※4に対して課税されます。 

償還時 所得税及び地方税 償還価額の元本超過額※4に対して課税されます。 

※1 詳しくはお申込み販売会社の本支店営業所等にお問合せください。委託会社のインターネットホームページ

(http://www.caam.co.jp)でも販売会社の申込手数料等がご覧いただけます。 

※2
 途中換金時の基準価額は、換金実行日の翌営業日の基準価額とします。 

※3
 換金価額は、途中換金時の基準価額に0.5%の率を乗じて得た信託財産留保額を差引いた額とします。 

※4  お客さまの投資元本(1 口につき 1 円 (申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいい

ます)を上回る金額に対して課税されます。個人の受益者においては、換金価額または償還価額から取得費(申込手数料

等を含みます)を控除した場合に生じる利益に対して課税されます（税法が変更・改正された場合には、前記内容が変

更になることがあります）。詳しくは後記「税金の取扱」をご覧ください。 
 

 
 
 
保有期間中にファンドが負担する費用 
【信託報酬等】 

時期 信託報酬 方法 

信託報酬の
総額 

信託財産の当初設定時元本総額に対し、1.9005% 
（税抜1.81%）を乗じて得た金額 

 
委託会社 

 
《委託会社報酬の内 
投資顧問会社分*》 

0.9975% 
（税抜0.95%） 

 
《税抜0.285%以内》 

販売会社 0.84%（税抜0.80%） 

設定時 
信託報酬の
配分 

受託会社 0.063%（税抜0.06%） 

当ファンド設定日の受
益権口数に対応する金
額を信託財産中から支
弁します。 

 
* 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬等)に関しては、消費税が課されません。 

お客さまに直接ご負担いただく費用・税金 

ファンドで間接的にご負担いただく費用 

ファンドにかかる費用・税金
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【その他の手数料等】 
① 資金の借入れにかかる借入金の利息 

信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場

合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。 

 

② 信託事務等の諸費用及び監査報酬 
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、

受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 

2)信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、計算期間の最初の6ヵ

月終了日に信託財産中より支弁することを原則とします（上限75万円（1回当たり、税込)(有価

証券届出書提出日現在)）。 

 

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 

信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指

定金銭信託、コール・ローン及び手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に

要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託

財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっ

ても異なります。 

 
※その他の手数料等については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示

することができません。 

※費用の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができ

ません。 

ファンドにかかる費用・税金 
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課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の内容が変

更になることがあります（下記は、平成21年4月27日現在の税法に基づきます）。 

 

《個人の受益者に対する課税》 

時期 適用期間 条件 内容 

課税対象 

換金価額又は償還価額から取得費（申込

手数料等を含みます）を控除した場合に

生じる利益（譲渡所得） 

源泉徴収の有無 無※1 

申告方法 確定申告による申告分離課税※2 

途中換金時 

償還時 
平成 23 年 12 月 31 日まで 

税率 
確定申告による税率は、10％(所得税

7%、地方税 3%)となります。 
※1 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用している場合には、平成 23 年 12 月 31 日までは 10%の税率で源泉徴収が行われ

ます。 
※2 特定口座（源泉徴収選択口座）を利用している場合においては、申告不要とすることができます。 
 

《法人の受益者に対する課税》 
 
時期 適用期間 条件 内容 

課税対象 元本超過額※ 途中換金時 

償還時 
平成 23 年 12 月 31 日まで 

源泉徴収の有無 有(7%の税率による源泉徴収(所得税)) 

※ お客さまの投資元本（1 口につき 1 円（申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）をい

います）を上回る金額に対して課税されます。 
 

《買取請求時の課税について》 

原則として源泉徴収は行われず、確定申告により納税をしていただきます。 

買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せください。 
 
当ファンドの会計上・税務上の取扱については、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。 

税金の取扱 

ファンドにかかる費用・税金
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【資産の評価】 
＜基準価額の算定＞ 
基準価額とは、計算日における信託財産の純資産総額※を、受益権口数で除して得た金額をいいます。 
 
※純資産総額とは、信託財産の時価総額のことで、信託財産の資産総額から負債総額を控除して算出します。 

 
【保管】 
該当事項はありません。 

 
【信託期間】 

平成21年6月30日から平成23年6月20日までとします。後記｢【その他】①信託の終了」に該当する場合、

信託期間は前記満了日より前に終了することがあります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が

受益者に有利であると認めたときは、委託会社は受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがで

きます。 

 
【計算期間】 
原則として信託契約締結日から平成23年6月20日までとします。 

 

【受益者の権利等】 
受益者は、主な権利として償還金に対する請求権及び途中換金(買取)請求権を有しています。 

 
【その他】 
① 信託の終了 

1．委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが

できます(以下「早期償還」または｢繰上償還｣といいます)。この場合において、委託会社は、あら

かじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 

(ⅰ)信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき（早

期償還） 

(ⅱ)信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回った場合（早期償還） 

(ⅲ)やむを得ない事情が発生したとき（早期償還） 

(ⅳ)信託期間中において、主要投資対象である円建債券の発行体等の信用状況の著しい悪化もしくは

債務不履行等があり当該債券を全て売却し、当ファンドの運用の基本方針に沿った運用ができな

くなる様な真にやむを得ない事情が生じた場合には、信託契約を解約し信託を終了させます（早

期償還）。 

(ⅴ)次の場合においては、繰上償還の判定日から1ヵ月後にこの信託契約を解約し、信託を終了させま

す（繰上償還）。 

・ 設定約半年後から半年毎の判定日における日経平均株価終値がスタート株価以上となった場合 

管理及び運営の概要 

ファンドの運営方法・その他 
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委託会社は、前記に従い早期償還または繰上償還させる場合、以下の手続により行います。 

1) 委託会社は、前記（ⅰ）から（ⅲ）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といい

ます）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理

由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者

に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

2) 前記1）の書面決議において、受益者（委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が

属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます）は受益権の口数に応じて、

議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない

ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

3) 前記1）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の

議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 

4) 前記1）から3）までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。 

1．前記（ⅳ）及び（ⅴ）の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合 

2．信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 1）から

3）までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合 

3．委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契

約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合 

2．委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を

解約し信託を終了させます。 

3．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託

会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する

委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記｢②信託

約款の変更等｣の2．の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間

において、存続します。 

4．受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会

社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

② 信託約款の変更等 

1. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信

託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。

以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその

内容を監督官庁に届け出ます。信託約款は「②信託約款の変更等」に定める以外の方法によって

変更することができないものとします。 

2. 委託会社は、前記1.の事項（前記1．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場

合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます）について、書面決議

を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容

及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れてい

る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

3. 前記2.の受益者（委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権

に係る受益者としての受託会社を除きます）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行

使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている

受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

4. 前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決

権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 

5. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。 

ファンドの運営方法・その他
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6. 前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当

該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表

示をしたときには適用しません。 

7. 前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に

あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され

た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

8. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1.から7.ま

での規定に従います。 

 

③ 反対者の買取請求権 

当ファンドの信託契約の解約または前記「②信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行

う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に

対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買

取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、前記「①信託の終了」の1．の1）または前記

「②信託約款の変更等」の2．に規定する書面に付記します。 

 

④ 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 

 

⑤ 運用報告書の作成 

委託会社は、償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付し

ます。 
 

ファンドの運営方法・その他 
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(1) 受益証券の名義書換等 

ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受

益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、

受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

 

(2) 受益者名簿 

作成いたしません。 

 

(3) 受益者等に対する特典 

該当するものはありません。 

 

(4) 受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記

録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、

譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます）に

社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよ

う通知するものとします。 
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され

ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合

等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替

停止日や振替停止期間を設けることができます。 
 

(5) 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗するこ

とができません。 

 

(6) 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以

前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます）に支払います。 
 

(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱について 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請

求の受付、一部解約代金及び償還金の支払等については、信託約款の規定によるほか、民法その他

の法令等に従って取扱われます。 
 

内国投資信託受益証券事務の概要 

ファンドの運営方法・その他
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① 内国投資信託受益証券の形態等 

単位型証券投資信託の受益権です。 

格付は取得していません。 

 

② 発行価額の総額 

50億円を上限とします。 

 

③ 振替機関に関する事項 

振替機関は下記の通りです。 

株式会社 証券保管振替機構 

 

④ 日本以外の地域における発行 

該当事項はありません。 

 

⑤ クーリングオフ制度（金融商品取引法第 37 条の 6）の適用 

該当事項はありません。 

 

⑥ 有価証券届出書の写しの縦覧 

委託会社が、有価証券届出書(有価証券届出書の訂正届出書が提出された場合には、当該訂正届出書

を含みます)の写しを縦覧に供する主要な支店はありません。 
 

 
 
 
 
 

有価証券届出書｢第三部 ファンドの詳細情報｣の記載項目は、後記の通りです。 

 

第１ ファンドの沿革 

 

第２ 手続等 

１ 申込(販売)手続等 

２ 換金(解約)手続等 

 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(１）資産の評価 

(２）保管 

(３）信託期間 

(４）計算期間 

(５）その他 

２ 受益者の権利等 

 

第４ ファンドの経理状況 

１ 財務諸表 

２ ファンドの現況 

 

第５ 設定及び解約の実績 

 

その他ファンドの情報 

投資信託説明書(請求目論見書)の項目 

ファンドの運営方法・その他 
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当ファンドの運用は、募集終了後平成21年6月30日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、

該当事項はありません。当ファンドの運用状況については、半期報告書に記載されます。 

 
 
 

 
 

当ファンドの運用は、募集終了後平成21年6月30日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、

何ら資産を有していません。 

当ファンドの会計監査は、あらた監査法人が行う予定です。 

当ファンドの経理状況については、半期報告書に記載されます。 

委託会社は、半期報告書に記載する当ファンドの経理状況を表示する信託財産にかかる中間財務諸表の

作成にあたっては、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 52 年大蔵省令第 38

号）及び投資信託財産の計算に関する規則（平成 12 年総理府令第 133 号）の定めるところにより、この

中間財務諸表に財務諸表等の監査証明に関する内閣府令（昭和 32 年大蔵省令第 12 号）に定める監査証

明を添付することとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファンドの財務ハイライト情報

ファンドの運用状況 

ファンドの運用状況
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単位型証券投資信託 

 
みなづき条件付運用型ファンド 2009-6 

（愛称｢みなづき(水無月)」） 
 

信託約款 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社 

信託約款
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単位型証券投資信託 

みなづき条件付運用型ファンド 2009-6 

 
運用の基本方針 

 
信託約款第 15 条の規定に基づき委託者が定める運用の基本方針は、次のものとします。 
 
1. 基本方針 
当ファンドは、主として日経平均株価※1 の水準により償還価格及び償還時期が決定される性格を持つ債券
に投資することにより、一定条件のもとで信託財産の確保と成長を目指した運用を行います。 

 
※1 日経平均株価とは日本の株式市場を代表する株価指数の一つで、東京証券取引所第一部上場銘柄で市場
を代表する 225 銘柄を対象に算出します。 

 
2. 運用方法 
(1) 投資対象 

国内外の高格付の公社債、特にユーロ市場（自国内取引以外に海外で行われる通貨取引の場）で発行
される円建債券を主要投資対象とします。 

 
(2) 投資態度 
① 当ファンドは、日経平均株価の水準によって償還価格及び償還時期が決定される性格を持つ円建債

券を主要投資対象とします。ファンドの償還価額は、当該円建債券の償還価格に応じて決定されま
す。 
当該円建債券は、当ファンドが規定する満期償還価額判定期間中※2 の日々の日経平均株価終値が一
定の水準を満たすか否かによって償還価格が変わります（詳細は後述③参照）。 
※2｢満期償還価額判定期間｣とは、約 1 年半後以降の一定期間を指します。当該期間中の東京証券取
引所における日々の日経平均株価終値を参照します。 

1. 主要投資対象とする円建債券は、原則として平成 21 年 4 月 27 日現在において AA－格（スタン
ダード&プアーズ社）以上または Aa3 格（ムーディーズ社）以上のいずれかの格付を有する発行
体が発行する円建債券、もしくは同等以上の格付を有する金融機関が保証を与える円建債券と
します。 
＊ ファンド設定前に組入予定債券の発行体または債券を保証する金融機関の格付変更がなされ
た場合でも、商品性の維持に問題が生じる恐れがあると委託者が判断した場合を除き、投
資対象債券の発行体の変更は行いません。 

2. 当該円建債券は、信託期間内に償還する債券で、日経平均株価の水準により償還価格及び償還
時期が決定される性格を有しています。 

3. 当ファンドは当該円建債券を高位に組入れますが、一部コール・ローンなどの短期金融資産を
組入れる場合もあります。 

4. 当ファンドが投資する円建債券は単一銘柄となることがあります。 
5. 信託期間中、当該円建債券の入替は原則として行わず、債券が償還されるまで保有することを
基本とします。 

6. 投資した円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の信用状況が著しく劣化した場合※3

や倒産等の場合には、委託者の判断で、当該円建債券を途中売却することがあります。この場
合においては、当該円建債券の売却価格（時価）は大幅に下落し、当ファンドに大きな売却損
が発生することがあります。 
※3 著しく劣化した場合とは、当該円建債券の発行体、もしくは保証を与える金融機関の債務不
履行リスクや倒産の可能性が高まったと判断される場合などが想定されます。 

7. 当ファンドの償還価額は、当該円建債券の償還価格に応じて決定されますが、途中売却の場合
には、後記②③に定める償還時の基準価額の計算方法は適用されません。 

8.  上記途中売却の場合には当ファンドを早期償還する場合があり、当ファンドが目標とする償還価
額を達成できません。 

②  判定日（設定約半年後から半年毎に1回）※4の日経平均株価終値が、スタート株価※5以上であった場
合には、約 10,540 円（1万口当たり/税引前）で繰上償還します。 
※4 予め定められた各判定日において、金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむ
を得ない事情*があるときは、当該判定日が変更される場合があります。 

* 日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均株
価に関する先物取引の取引停止または取引制限等を指します。 

※5 ｢スタート株価｣とは、ファンド設定日後の予め定めた一定期間の東京証券取引所における日経
平均株価終値の平均値です。 

信託約款信託約款信託約款
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③ 繰上償還せずに満期償還となる場合、ファンドの償還ケースは後記の通りとなります。 
1. 満期償還価額判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート株価と比較して一度もマ
イナス30%以下に下落することがなかった場合、日経平均株価の変化率（スタート株価に対するフ
ァイナル株価※6の変化率）がプラス5.4%以下の場合は約10,540円（1万口当たり/税引前）で償還し
ます。日経平均株価の変化率がプラス5.4%を超えた場合は、日経平均株価の変化率と同じ比率で変化
（上昇）した価額（1万口当たり/税引前）で償還します。この場合、償還価額に上限はありません。 

※6  ｢ファイナル株価｣とは、ファンド償還前の予め定めた一定期間の東京証券取引所における日経
平均株価終値の平均値です。 

2. 満期償還価額判定期間中における日々の日経平均株価終値が、スタート株価と比較して一度で
もマイナス 30%以下に下落した場合、元本確保機能はなくなります。日経平均株価の変化率と
同じ比率で変化した価額で償還します。ただし、償還価額の上限は約 10,000 円（1 万口当たり/
税引前）となります。 
スタート株価、ファイナル株価は、それぞれの参照期間中の東京証券取引所における日経平均
株価終値の平均値の小数点第 5 位を四捨五入して、小数点第 4 位まで算出します。ただし、当
該期間中に金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情*があると
きは、参照期間が変更される場合があります。 

* 日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平均
株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等を指します。 

④ 資金動向、市況動向、日経平均株価の改廃、運用に関連する法令・税制・会計基準の改正・変更及
びその他の特殊な状況等によっては、前記のような運用が行われない場合や当ファンドの投資目的
が達成されない場合があります。 

⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかる
オプション取引と類似の取引を行うことができます。 

⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。 

⑦ 当ファンドの運用指図の権限は、クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメン
ト・エス・エーに委託します。 
 

(3) 投資制限 
① 外貨建資産への投資は行いません。 
② 株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます）への投資は、信託財産の純資産総額の 80%以
下とします。 

③ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の 5%以下とします。 

⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

 
3. 収益分配方針 
信託財産から生ずる利益は、原則として信託終了時まで信託財産中に留保し、収益の分配は行いません。 
留保益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 
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単位型証券投資信託 
みなづき条件付運用型ファンド 2009-6 

 

信託約款 

 

（信託の種類、委託者及び受託者、信託事務の委託） 
第 1条 この信託は、証券投資信託であり、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社を委託者

とし、株式会社 りそな銀行を受託者とします。 
② この信託は、信託法（平成 18 年法律第 108 号）（以下「信託法」といいます）の適用を受けます。 
③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた
一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2条第 1 項にて準
用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ）
を含みます）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場
合に行うものとします。 

 
（信託の目的及び金額） 
第 2条 委託者は、金 50 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受

けます。 
 
（信託期間） 
第 3条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成 23 年 6月 20 日までとします。 
 
（受益権の取得申込の勧誘の種類） 
第 4条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第 2条第 3項第 1号に掲げる場合に該

当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 8項で定める公募により行われます。 
 
（受益者） 
第 5 条 この信託契約の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6 条により分割された受益権

は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 
 
（受益権の分割） 
第 6条 委託者は、第 2条の規定による受益権については、50 億口を上限としてそれぞれ均等に分割します。 
 
（受益権の帰属と受益証券の不発行） 
第 7条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規

定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことに
ついて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」とい
います）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と
いいます）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場
合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場
合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、
委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行います。 

 
（受益権の設定に係る受託者の通知） 
第 8条 受託者は、第 2 条の規定による受益権については信託契約締結日に、振替機関の定める方法により、

振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 
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（受益権の申込単位、価額及び手数料等） 
第 9条 委託者は、指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第１項に規定する第一種金融商

品取引業を行う者及び金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同
じ）に受益権の募集を取扱わせます。 

② 受益権の募集は、第 6 条の規定により分割された受益権をその取得申込者に対し 10 万円以上 1 円単
位をもって取得の申込に応ずるものとします。 

③ 受益権の価額及び手数料の額は次によるものとします。 
1. 前項の受益権の価額は、受益権の価額 1 口につき 1 円に、手数料及び当該手数料にかかる消費税
ならびに地方消費税（以下「消費税等」といいます）に相当する金額を加算した価額とします。 

2. 前号の手数料の額は、取得申込金額に応じて、1 口につき 1 円に、指定販売会社が個別に定める
料率を乗じて得た金額とします。 

④ 第 2 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの
信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第 3 項
の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます）の支払と引換に、当該口座に当該
取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 
 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 
第 10 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数
の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定
に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと
します。 

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。 

 
（受益権の譲渡の対抗要件） 
第 11 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託

者に対抗することができません。 
 
（投資の対象とする資産の種類） 
第 12 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定
めるものをいいます。以下同じ） 
イ. 有価証券 
ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第 2条第 20 項に規定するものをいい、約款

第 19 条、第 20 条及び第 21 条に定めるものに限ります） 
ハ. 約束手形(金融商品取引法第 2条第 1項第 15 号に掲げるものを除きます。以下同じ) 
ニ. 金銭債権 

2. 次に掲げる特定資産以外の資産 
為替手形 

 
（運用の指図範囲） 
第 13 条 委託者（第 16 条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。以

下第 15 条、第 17 条から第 25 条まで、第 29 条、第 30 条及び第 32 条について同じ）は、信託金を、
主として次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます）に投資することを指図します。 
1. 株券または新株引受権証書 
2. 国債証券 
3. 地方債証券 
4. 特別の法律により法人の発行する債券 
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます） 

6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます） 
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2条第 1 項第 6 号で定
めるものをいいます） 
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8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます） 

9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第 2
条第1項第8号で定めるものをいいます） 

10. コマーシャル・ぺーパー 
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）及び新株予
約権証券 

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます） 

14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定める
ものをいいます） 

15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます） 
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります） 

17. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます） 
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 
19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります） 

20. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます） 
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの 

22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 
なお、第 1号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 1号の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券及び第 12 号ならび
に第 17 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、第 13 号の証券及び第 14 号の証券（ただし、投資法人債券を除きます）を以下「投資信
託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます）により運用すること
を指図することができます。 
1. 預金 
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます） 
3. コール・ローン 
4. 手形割引市場において売買される手形 
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの 
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1号から第 6号までに掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、信託財産に属する株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます）の時価総額が信
託財産の純資産総額の 100 分の 80 を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超え
ることとなる投資の指図をしません。 

⑥ 信託財産の純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び第 25 条に規定す
る借入有価証券を除きます）を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法
により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 

 
（利害関係人等との取引等） 
第 14 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法

人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者
（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代
理人となって行うものを含みます）及び受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以
下本項、次項及び第 26 条において同じ）、第 26 条第 1 項に定める信託業務の委託先及びその利害関
係人または受託者における他の信託財産との間で、第 12 条、第 13 条第 1項及び第 2項に定める資産
への投資等ならびに第 19 条から第 21 条まで、第 23 条から第 25 条まで、第 29 条から第 31 条までに
掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができ
る取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとし
ます。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 
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③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合に
は、信託財産と、委託者、その取締役、執行役及び委託者の利害関係人等（金融商品取引法第 31 条
の 4第 3 項及び同条第 4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます）または委託者が運用の指図
を行う他の信託財産との間で、第 12 条、第 13 条第 1項及び第 2項に定める資産への投資等ならびに
第 19 条から第 21 条まで、第 23 条から第 25 条まで、第 29 条から第 31 条までに掲げる取引その他こ
れらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等
ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 

④ 前 3 項の場合、委託者及び受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3項及び同法第 32 条第 3項の
通知は行いません。 

 
（運用の基本方針） 
第 15 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。 
 
（運用の権限委託） 
第 16 条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 

商号 ：クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー 
所在地：フランス共和国 パリ市 ラスペイル大通り 128 番地 75014  

② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第 37 条に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものと
し、その報酬額は、信託財産設定時に信託契約締結日の信託財産の元本総額に 10,000 分の 28.5 以内
の率を乗じて得た額とします。 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、第 1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反
した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限
の委託を中止または委託の内容を変更することができます。 

 
（投資する株式等の範囲） 
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所（金

融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに
規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「金融
商品取引所」といいます。以下同じ）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取
引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割
当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限
りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等におい
て上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるもの
とします。 

 
（同一銘柄の株式等への投資制限） 
第 18 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の

100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 
② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総
額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。 

 
（先物取引等の運用指図） 
第 19 条 委託者は、わが国の取引所等における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに

掲げるものをいいます。以下同じ）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8項第 3号
ロに掲げるものをいいます。以下同じ）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ）ならびに外国の取引所等（外国における店頭市場を
含みます）におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択
権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ）。 

② 委託者は、わが国の取引所等における金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引
所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

 
（スワップ取引の運用指図） 
第 20 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受

取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うこ
との指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 3 条に定める信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。 
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④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

 
（金利先渡取引の運用指図） 
第 21 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をす

ることができます。 
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 3 条に定める信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。 

③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

⑤ 本条において規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下
「決済日」といいます）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます）
までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契
約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値
と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間
で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 
（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 
第 22 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条

第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものの時価総額が、信託財産の純資産総
額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 

 
（有価証券の貸付けの指図及び範囲） 
第 23 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の各号の範

囲内で貸付けの指図をすることができます。 
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。 

2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。 

 
（公社債の空売りの指図及び範囲） 
第 24 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない

公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債
（信託財産により借入れた公社債を含みます）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ
とができるものとします。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることになった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済
するための指図をするものとします。 

 
（公社債の借入れの指図及び範囲） 
第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。な

お、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行う
ものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一
部を返還するための指図をするものとします。 

④ 第 1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 
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（信託業務の委託等） 
第 26 条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務

の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます）
を委託先として選定します。 
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体
制が整備されていること 

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。 

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者及び委託者が適当と認める者（受
託者の利害関係人を含みます）に委託することができるものとします。 
1. 信託財産の保存に係る業務 
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係
る業務 

4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 
 

（混蔵寄託） 
第 27 条 金融機関または第一種金融商品取引業者から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決

済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ぺーパーは、
当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第
一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 
（信託財産の登記等及び記載等の留保等） 
第 28 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることと

します。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速や
かに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨
の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとしま
す。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあ
ります。 

④ 動産（金銭を除きます）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明ら
かにする方法により分別して管理することがあります。 

 
（有価証券売却等の指図） 
第 29 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 
 
（再投資の指図） 
第 30 条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる

利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。 
 
（資金の借入れ） 
第 31 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の

手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます）を目的として、
資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間若しくは受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。 

③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 
 
（損益の帰属） 
第 32 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。 
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（受託者による資金の立替え） 
第 33 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の

申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金及びその他
の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて
信託財産に繰入れることができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定め
ます。 

 
（信託の計算期間） 
第 34 条 この信託の計算期間は、信託契約締結日から平成 23 年 6 月 20 日までとします。 

 
（信託財産に関する報告等） 
第 35 条 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に

提出します。 
② 受託者は、前項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わ
ないこととします。 

③ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことので
きない情報その他の信託に関する重要な情報及び当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情
報を除き、信託法第38条第 1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 

 
（信託事務等の諸費用及び監査報酬） 
第 36 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益

者の負担とし、信託財産中から支払われます。 
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、計算期間の最初の 6 ヵ月終
了日に信託財産中より支弁することを原則とします。 

 
（信託報酬等の額及び支弁の方法） 
第 37 条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、信託契約締結日の信託財産の元本総額に 10,000 分の 181 の

率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 
② 前項の信託報酬は、信託契約締結日に信託財産中から支弁するものとし、期中における信託報酬は収
受しません。 

③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁し
ます。 

 
（利益の保留） 
第 38 条 信託財産から生ずる利益は、原則として信託終了時まで信託財産中に留保し、収益の分配は行いま

せん。 
 

（償還金及び一部解約金の支払） 
第 39 条 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ）は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権
にかかる受益者を除きます）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替
機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換に、当該償還にかかる受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。 

② 一部解約金は、受益者の請求を委託者が受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から当該
受益者に支払います。 

③  前各項に規定する償還金及び一部解約金の支払は、指定販売会社の営業所等において行うものとし
ます。 

 
（償還金の時効） 
第 40 条 受益者が、信託終了による償還金については前条第 2 項に規定する支払開始日から 10 年間その支

払を請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 
 
（償還金及び一部解約金の払込と支払に関する受託者の免責） 
第 41 条 受託者は、償還金については第 39 条第 1 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については

第 39 条第 2項に規定する支払日までに、当該金額を委託者の指定する預金口座等に払込みます。 
②  受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に償還金及び一部解約金を払込んだ後は、

受益者に対する支払につき、その責に任じません。 
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（一部解約） 
第 42 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、信託期間中において、毎年 7 月 20 日、10 月 20 日、1 月 20

日及び 4 月 20 日（休業日の場合には、翌日以降の最初の営業日とします）を解約実行日として、その
各解約実行日の 7 営業日前から 3 営業日前の間に、委託者に 1 口単位をもって一部解約の実行を請求
することができます。ただし、平成 21 年 7 月にかかる一部解約及び繰上償還決定後の一部解約の実行
の請求は、受付けません。 

② 前項の規定にかかわらず、受益者（受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破産管財
人等）は、次の事由により、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 口単位をもって毎営業日を解
約実行日として一部解約の実行を請求することができます。 
1. 受益者が死亡したとき 
2. 受益者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき 
3. 受益者が破産手続開始決定を受けたとき 
4. 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき 
5. その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき 

③ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
します。この場合において、受益者が、第 2 項各号に規定する事由によりその請求をするときは、委
託者または指定販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることが
できるものとします。 

④ 前 3 項の規定にかかわらず、指定販売会社は、解約実行日が東京証券取引所の休業日、ユーロネクス
トの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかにあたる場合においては、一部解約の実行の請求を
受付けないものとします。 

⑤ 委託者は、第 1項及び第 2項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解
約します。なお、第 1項及び第 2項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて
いる振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換
に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い
当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

⑥ 前項の一部解約の価額は、解約実行日の翌営業日の基準価額（信託財産の純資産総額をそのときの受
益権口数で除して得た金額をいいます。以下同じ）から当該基準価額に 0.5%の率を乗じて得た信託
財産留保額を差引いた額とします。 

⑦ 金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情等*があるときは、委託者の
判断で第 1項及び第 2項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた一部解
約の実行の請求の受付を取消すことができます。 
* 日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、日経平均株価に関する
先物取引の取引停止または取引制限等、及び主要投資対象とする円建債券の発行体や保証を与える金
融機関、あるいは値付業者の破産または債務不履行等の状況となった場合等を指します。 

⑧ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受益権の一部解約価額は、当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 6 項の規定に準じて計算された価額とします。 

 
（質権口記載又は記録の受益権の取扱） 
第 43 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求

の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等
に従って取扱われます。 

 
（信託契約の解約） 
第 44 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利である

と認めるとき、対象インデックスである日経平均株価が改廃されたとき、信託契約の一部解約により、
受益権の口数が 5 億口を下回ることになったときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者
と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託
者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 

② 委託者は、信託期間中において、主要投資対象である円建債券の発行体等の信用状況の著しい悪化も
しくは債務不履行等があり当該債券を全て売却し、当ファンドの運用の基本方針に沿った運用ができ
なくなる様な真にやむを得ない事情が生じた場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届出ます。 

③  委託者は、判定日における日経平均株価終値がスタート株価以上となった場合、この信託契約を解
約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届出ます。 
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④ 委託者は、第 1 項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます）を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該
決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
項を記載した書面決議の通知を発します。 

⑤ 前項の書面決議において、受益者（委託者及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
の当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ）は受益権の口数に応
じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

⑥ 第 4 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 

⑦ 第 4項から前項までの規定は、以下の各号に掲げる場合には適用しません。 
1. 第 2 項及び第 3項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合 
2. 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 4 項から前項
までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合 

3. 委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係
るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合 

 
（信託契約に関する監督官庁の命令） 
第 45 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解

約し信託を終了させます。 
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 49 条の規定に従
います。 

 
（委託者の登録取消し等に伴う取扱） 
第 46 条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託

者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に
引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 49 条第 2 項の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

 
（委託者の事業の譲渡及び承継に伴う取扱） 
第 47 条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲

渡することがあります。 
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を承継させることがあります。 

 
（受託者の辞任及び解任に伴う取扱） 
第 48 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して

信託財産に著しく損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所
に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任し
た場合、委託者は、第 49 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託

者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投
資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督
官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
のとします。 

②  委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り
ます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由など
の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面
をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
の当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ）は受益権の口数に応
じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決
権の 3分の 2以上に当たる多数をもって行います。 

信託約款信託約款



 

- 53 - 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当
該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他
の投資信託との併合を行うことはできません。 

 
（反対者の買取請求権） 
第 50 条 第 44 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面

決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属す
る受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び
買取請求の手続に関する事項は、第 44 条第 4 項及び前条第 2項に規定する書面に付記します。 

 
（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 
第 51 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま

せん。 
1. 他の受益者の氏名または名称及び住所 
2. 他の受益者が有する受益権の内容 

 
（信託期間の延長） 
第 52 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議

のうえ、信託期間を延長することができます。 
 
（公告） 
第 53 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 
 
（信託約款に関する疑義の取扱） 
第 54 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
 
 
前記条項により信託契約を締結します。 
 
信託契約締結日     平成 21 年 6月 30 日 
 

委 託 者   クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 
 

受 託 者   株式会社 りそな銀行 
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本書は金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書（請求目論見書）です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 （投資信託についての一般的な留意事項） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 （金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項） 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 本投資信託説明書（請求目論見書）により行う｢みなづき条件付運用型ファンド

2009-6｣の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25

号)第5条の規定により有価証券届出書を平成21年5月22日に関東財務局長に提出し

ており、平成21年6月7日にその届出の効力が生じております。 
 
2. 本投資信託説明書（請求目論見書）は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細

情報」の内容を記載したものであり、金融商品取引法の規定に基づき、投資家の請

求により交付される目論見書です。 
 
3. ｢みなづき条件付運用型ファンド2009-6｣の受益権の価額は、同ファンドに組入れら

れている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は

すべて投資家の皆さまに帰属いたします。 
 
4. 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません。 

投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますよう 

お願い申し上げます。 

・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。 

・投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。 

・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりませ

ん。 

・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（銀行は販売の窓口となりま

す）。 

・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商

品ではありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこ

とになります。 

・投資信託のご購入時にはお申込手数料（上限 1.575%（税抜 1.5%））がかかります。

また、設定時の元本総額に対して信託報酬がかかります（1.9005%（税抜 1.81%））。 

・投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。 

当ファンドは、日経平均株価の水準により償還価格及び償還時期が決定される性格を

持つ円建債券を主要投資対象としますので、日経平均株価の下落、金利の上昇、組入

債券の発行体の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、

組入債券の価格が下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落、損失を被り投資

元本を割込むことがあります。 
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第１ ファンドの沿革 
平成21年6月30日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始(予定) 

 

第２ 手続等 

１ 申込(販売)手続等 
1) お申込みの受付場所 

当ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する後記販売会社の本支店営業所等において取扱

っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳

しくは販売会社の本支店営業所等にお問合せください。 

販売会社 

株式会社 りそな銀行 

株式会社 埼玉りそな銀行 

株式会社 近畿大阪銀行 

 

2) 申込期間 

平成21年6月8日(月)から平成21年6月29日(月)まで 

申込期間最終日のお申込みの取扱は、午後3時までとさせていただきます。 

 

3) お申込単位とお申込価額 

お申込単位 10万円以上1円単位 

お申込価額 発行価格(1口当たり1円) 

※募集金額が5億円に満たない場合、当ファンドの設定を中止することがあります。設定が中止

された場合のお申込金の返却等の取扱いについては、お申込みの販売会社にご確認ください。 
なお、その場合、お申込金に利息はつきません。 
 

２ 換金(解約)手続等 
1) 途中換金※の受付 

※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。 

（a）原則として、信託期間中、毎年7月20日、10月20日、1月20日、4月20日(東京証券取引所の休

業日、ユーロネクストの休業日ならびにフランスの祝休日のいずれかにあたる場合は翌営業

日)を換金実行日として、各換金実行日の7営業日前から3営業日前の間に、途中換金を受付

けます。ただし、平成21年7月にかかる途中換金及び繰上償還決定後の途中換金の実行の請求

は、受付けません。 

（b）前記（a）の規定にかかわらず、次の特別な事由による場合に限り、毎営業日を換金実行日と

して、途中換金(特別換金)の請求を受付けます。受益者(受益者死亡の場合はその相続人、ま

た破産の場合はその破産管財人等)は、特別換金の実行を請求することができます。 

なお、この場合、販売会社は換金実行日が東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業

日ならびにフランスの祝休日のいずれかにあたる場合は、途中換金の実行の請求を受付けな

いものとします。 

ⅰ．受益者が死亡したとき 

ⅱ．受益者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき 

ⅲ．受益者が破産手続開始決定を受けたとき 

ⅳ．受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき 

ⅴ．その他ⅰ．からⅳ．に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき 

（c）受益者が途中換金の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま

す。 

この場合において、受益者が、前記（b）に規定する事由によりその請求をするときは、委託

会社及び委託会社の指定する販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類

の提示を求めることができるものとします。 
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2) 途中換金取扱期間と換金価額 

（a）途中換金の請求の受付は、月曜日～金曜日(祝休日を除く)の午後3時まで(半日営業日の場合

には午前11時)とさせていただきます。午後3時(半日営業日の場合には午前11時)を過ぎての

お申込みは翌営業日でのお取扱いとさせていただきます。 

（b）換金価額は、換金実行日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た信

託財産留保額を差引いた額とします。 

（c）換金代金は、換金実行日から起算して原則として5営業日目から、販売会社において受益者に

支払われます。 

（d）換金価額は、組入債券の部分売却が可能である価格(時価)を基に算出しますので、償還時基

準価額の計算方法は適用されません。 

（e）当ファンドは3ヵ月毎の途中換金及び特別な事由による途中換金(特別換金)が可能ですが、換

金価額は投資元本を下回る水準となる可能性が高いのでご注意ください。 

《当ファンドの3ヵ月毎の途中換金スケジュール》 

途中換金受付開始日 途中換金受付締切日 換金実行日 換金代金支払日

Ｔから7営業日前 Ｔから3営業日前 Ｔ
Ｔから起算して原則として

5営業日目以降

1年目 平成21年 7月 途中換金は受付ません。 ― ― ―

平成21年10月 平成21年10月 8日（木） 平成21年10月15日（木） 平成21年10月20日（火） 平成21年10月26日（月）

平成22年 1月 平成22年 1月 8日（金） 平成22年 1月15日（金） 平成22年 1月20日（水） 平成22年 1月26日（火）

平成22年 4月 平成22年 4月 9日（金） 平成22年 4月15日（木） 平成22年 4月20日（火） 平成22年 4月26日（月）

2年目 平成22年 7月 平成22年 7月 8日（木） 平成22年 7月14日（水） 平成22年 7月20日（火） 平成22年 7月26日（月）

平成22年10月 平成22年10月 8日（金） 平成22年10月15日（金） 平成22年10月20日（水） 平成22年10月26日（火）

平成23年 1月 平成23年 1月11日（火） 平成23年 1月17日（月） 平成23年 1月20日（木） 平成23年 1月26日（水）

平成23年 4月 平成23年 4月11日（月） 平成23年 4月15日（金） 平成23年 4月20日（水） 平成23年 4月26日（火）

ファンド
設定から

途中換金

 
※ 前記日程は有価証券届出書提出日現在の情報に基づき、換金実行日を決定し、それにより受付開始日、受付締切

日及び換金代金支払日を定めたものであり、東京証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日及びフランスの

祝休日に変更・追加があった場合には、各々変更になることがあります。 

特に、換金実行日が変更となる場合は、受付開始日、受付締切日及び換金代金支払日も翌営業日に変更となるこ

とがあります。フランスの祝休日には、毎年、その日付が変わるものがあることにご留意ください。 
※ 特別な事由による途中換金(特別換金)については、毎営業日を換金実行日とします。 

3) 換金単位 

1口単位とします。 

4) 換金価額の照会方法 

換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せること

により知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。 
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5) 途中換金の請求の受付を中止する特別な場合 

（a）金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情等*があるときは、委

託会社の判断で途中換金の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中換金の

実行の請求の受付を取消すことができます。 

*日経平均株価を構成する株式の 20%以上の銘柄の取引停止または取引制限等、または日経平

均株価に関する先物取引の取引停止または取引制限等、及び主要投資対象とする円建債券の

発行体や保証を与える金融機関、あるいは値付業者の破産または債務不履行等の状況となっ

た場合等を指します。 

（b）途中換金が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中換金請求を

撤回できます。ただし、受益者がその途中換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換

金価額は、途中換金中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を

受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5%の率

を乗じて得た信託財産留保額を差引いた額とします。 

6) 受益権の買取 

販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 

買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せ

ください。 

7) 買取請求の受付と買取価額 

買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。 

8) 買取請求の受付を中止する特別な場合 

金融商品取引所における取引停止または取引制限等、やむを得ない事情があるときは、販売会

社は受益権の買取を中止すること、及び既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。 

* 買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せください。 

 

※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請

求にかかるこの信託契約の途中換金を委託会社が行うのと引換に、当該途中換金に係る受益

権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座

において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 
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第３ 管理及び運営 
１ 資産管理等の概要 

（1）資産の評価 

1）基準価額の算定 

基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び信託約款に規定する借入

有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法

により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(｢純資産総額」といいま

す)を、計算日における受益権口数で除して得た金額をいいます。基準価額は、組入有価証券

などの値動きにより、日々変動します。 

2）基準価額の算出頻度と公表 

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せること

により知ることができます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。 

 

（2）保管 

該当事項はありません。 
 

（3）信託期間 

信託期間は平成21年6月30日から平成23年6月20日までとします。ただし、後記｢(5) その他 1)

信託の終了｣に該当する場合、信託期間は前記満了日より前に終了することがあります。また、

信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、委託会社は受託会

社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 
 
（4）計算期間 

原則として信託契約締結日から平成23年6月20日までとします。 

 

（5）その他 

1）信託の終了 

(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ

ることができます(以下「早期償還」または｢繰上償還｣といいます）。この場合において、

委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 

ⅰ．信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき

（早期償還） 

ⅱ．信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が5億口を下回った場合（早期償

還） 

ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき（早期償還） 

ⅳ．信託期間中において、主要投資対象である円建債券の発行体等の信用状況の著しい悪

化もしくは債務不履行等があり当該債券を全て売却し、当ファンドの運用の基本方針

に沿った運用ができなくなる様な真にやむを得ない事情が生じた場合には、信託契約

を解約し信託を終了させます（早期償還）。 

ⅴ．次の場合においては、繰上償還の判定日から1ヵ月後にこの信託契約を解約し、信託を

終了させます（繰上償還）。 

・設定約半年後から半年毎の判定日における日経平均株価終値が、スタート株価以上とな

った場合 

委託会社は、前記に従い早期償還または繰上償還させる場合、以下の手続により行います。 

1）委託会社は、前記ⅰ．からⅲ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」と
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いいます）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契

約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にか

かる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を

発します。 

2）前記 1）の書面決議において、受益者（委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の

受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます）は受益権

の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受

益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する

ものとみなします。 

3）前記1）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該

受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 

4）前記 1）から 3）までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。 

1．前記ⅳ．及びⅴ．の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合 

2．信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記

1）から 3）までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合 

3．委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信

託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合 

(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信

託契約を解約し信託を終了させます。 

(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

き、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの

信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、

この信託は、後記｢2）信託約款の変更等｣の（b）の書面決議が否決された場合を除き、当

該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。 

(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、

委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終

了させます。 

2）信託約款の変更等 

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と

の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信

託の併合」をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更また

は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。信託約款は「2）信託約款の

変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 

(b) 委託会社は、前記（a）の事項（前記（a）の変更事項にあっては、その内容が重大なもの

に該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます）

について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに

重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、

この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書

面決議の通知を発します。 

(c) 前記（b）の書面決議において、受益者（委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受

益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます）は受益権の口

数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が

議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ

なします。 

(d) 前記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受

益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 

(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。 

(f) 前記（b）から（e）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場

合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記

録により同意の意思表示をしたときには適用しません。 

(g) 前記（a）から（f）までの項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議

が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該

併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 
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(h) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記

（a）から（g）までの規定に従います。 

3）反対者の買取請求権 

当ファンドの信託契約の解約または前記「2）信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変

更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者

は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求するこ

とができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、前記「1）信託の

終了」の（a）の1）または前記「2）信託約款の変更等」の（b）に規定する書面に付記します。 

4）公告 

委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 

5）運用報告書の作成 

委託会社は、償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して

交付します。 

6）関係法人との契約の更改等に関する手続 

販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年

間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意

思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱についてもこれ

と同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時は、契約の一部を変更すること

ができます。投資顧問会社との「投資顧問契約」にかかる契約の有効期間は、契約締結の日か

ら、信託期間満了日または前記1）の信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中に

おいても必要があるときは、契約の一部を変更することができます。 
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２ 受益者の権利等 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

① 償還金に対する請求権 

1) 受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。 

2) 償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休日の

場合は当該償還日の翌営業日）の翌営業日）から受益者にお支払いします。償還金の支払は、

販売会社の本支店営業所等において行うものとします。 

3) 受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社か

ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 

② 途中換金（買取）請求権 

1) 受益者は、1口単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求することにより換金

する権利を有します。 

2) 換金代金は、換金実行日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払いします。 

*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社の本

支店営業所等にお問合せください。 

③ 帳簿書類の閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧

及び謄写の請求をすることができます。 

④ 反対者の買取請求権 

信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合は、書面決議において当該解約または重

大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産

をもって買取るべき旨を請求することができます。 
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第４ ファンドの経理状況 
当ファンドの運用は、募集終了後平成21年6月30日より開始する予定であり、有価証券届出書提出

日現在、何ら資産を有していません。 

当ファンドの会計監査は、あらた監査法人が行う予定です。 

当ファンドの経理状況については、半期報告書に記載されます。 

委託会社は、半期報告書に記載する当ファンドの経理状況を表示する信託財産にかかる中間財務

諸表の作成にあたっては、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 52 年大

蔵省令第 38 号）及び投資信託財産の計算に関する規則（平成 12 年総理府令第 133 号）の定める

ところにより、この中間財務諸表に財務諸表等の監査証明に関する内閣府令（昭和 32 年大蔵省令

第 12 号）に定める監査証明を添付することとしております。 

 

１ 財務諸表 
該当事項はありません。 

 

２ ファンドの現況 
該当事項はありません。 

 

第５ 設定及び解約の実績 
該当事項はありません。 
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